
暮らしの情報欄

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ

と
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、
ご
本
人
な
ど
の

申
請
に
よ
り
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
作

成
し
、
支
援
活
動
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に

関
係
機
関
（
民
生
委
員
・
消
防
署
・
警
察
署
・

社
会
福
祉
協
議
会・自
治
会
な
ど
の
行
政
区
）

と
情
報
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

▼
登
録
の
対
象
者

⑴  

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の
方

⑵  

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方（
要

介
護
３
～
５
）

⑶  

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方（
１

級
、
２
級
）

⑷ 

療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方

⑸ 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方

⑹ 

そ
の
他
、
支
援
を
必
要
と
す
る
方

▼
登
録
の
方
法

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の
登
録
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録

名
簿
申
請
書
を
福
祉
課
ま
た
は
各
地
区
の
民

生
委
員
を
通
じ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
登
録
の
内
容

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
は
、
次
に
あ

げ
る
内
容
を
登
録
し
ま
す
。

　
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
・
電
話

番
号
・
緊
急
連
絡
先
・
身
体
の
状
況
・
避
難

を
支
援
し
て
下
さ
る
方
（
避
難
支
援
者
）
の

情
報
な
ど

▼
登
録
の
抹
消

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
登
録
者
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
避
難
行
動

要
支
援
者
登
録
名
簿
抹
消
申
請
書
を
福
祉
課

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
登
録
者
が
死
亡
し
た
と
き

・
登
録
者
が
町
外
に
転
出
し
た
と
き

・
登
録
者
が
削
除
を
希
望
し
た
と
き

▼�
問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
社
会
福
祉
係
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利根町役場

避難行動要支援者

避難支援者

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
が
発
送
さ
れ
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び
住

民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が

対
象
で
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」

が
発
送
さ
れ
ま
す
が
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
発
送
時
期
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
は
な
く

さ
ず
大
切
に
保
管
し
て
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は

領
収
証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
発
送
時
期

① 

令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で

の
間
に
納
付
さ
れ
た
方

→
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
発
送

② 
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
納
付
さ
れ
た
方

→
翌
年
２
月
上
旬
に
発
送

　
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
も
、
ご
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
家
族
あ

て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
う
え

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
に
つ
い
て
の
照
会
や
、
控
除
証

明
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
ご
本
人
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
も
し
く
は
基
礎
年
金
番
号
を
ご
用

意
の
う
え
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

　
（
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
の
場
合
）

月
～
金
曜
日
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

第
２
土
曜
日
：
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※ 

祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、
12
月
29
日

～
１
月
３
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

・
土
浦
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

　

 （
自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て【
２
】→【
１
】

を
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
く
だ
さ
い
。）

みほん

所
得
税
・
住
民
税
申
告
の
障
害
者
控
除
（
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
）

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
利
根

町
障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
基
準
に
該
当

す
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、
所
得
税・住
民
税
申
告
の
際
、

障
害
者
控
除
対
象
者
と
し
て
所
得
か
ら
一
定

の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
昨
年
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
で
、
要
介
護
度

に
変
更
の
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
昨
年
交
付

さ
れ
た
認
定
書
の
有
効
期
限
内
で
あ
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
に
つ
い
て

▼�

申
請
対
象
者

① 

令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
、
新
た
に
要
介

護
１
以
上
の
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

② 

昨
年
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を

交
付
さ
れ
た
後
の
要
介
護
認
定
に
お
い
て

介
護
度
に
変
更
の
あ
っ
た
方

▼�

申
請
手
続
き

　
福
祉
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
記
入
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
家
族
代
理
申
請
可
）

▼
認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

　
後
日
申
請
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

※ 

「
障
害
者
手
帳
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
は
「
障
害
者
手
帳
」
を
提
示
す
る
こ
と

で
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼�

利
根
町
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
基
準

障
害
者
に
準
ず
る
者
に
該
当

① 

要
介
護
１
お
よ
び
２
の
方
で
直
近
の
要
介

護
認
定
資
料
に
て
障
害
自
立
度
Ａ
ラ
ン
ク

以
上
、
ま
た
は
認
知
症
自
立
度
Ⅱ
ラ
ン
ク

以
上
の
方

② 

要
介
護
３
の
方
で
特
別
障
害
者
の
区
分
に

該
当
し
な
い
方

特
別
障
害
者
に
準
ず
る
者
に
該
当

① 

要
介
護
３
の
方
で
直
近
の
要
介
護
認
定
資

料
に
て
障
害
自
立
度
Ｂ
ラ
ン
ク
以
上
ま
た

は
認
知
症
自
立
度
Ⅲ
ラ
ン
ク
以
上
の
方

②
要
介
護
４
お
よ
び
５
の
方

③ 

①
、
②
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
お
お
む
ね
６

カ
月
以
上
臥
床
し
、
食
事
お
よ
び
排
せ
つ

な
ど
の
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
寝
た
き

り
高
齢
者
（
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
主

治
医
の
証
明
が
必
要
で
す
）

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
お
む
つ
代
に
つ
い
て
「
医
療
費
控
除
」
を

受
け
る
場
合
、
医
療
機
関
の
発
行
す
る
『
お

む
つ
使
用
証
明
書
』
と
『
お
む
つ
代
の
領
収

書
』
が
必
要
で
す
。

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目

以
降
の
方
は
、
町
で
発
行
す
る
『
主
治
医
意

見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書
類
』
に
て
『
お

む
つ
使
用
証
明
書
』
の
代
用
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
方

・
医
療
費
控
除
を
初
め
て
受
け
る
方

　
寝
た
き
り
状
態
で
、
な
お
か
つ
医
療
上
お

む
つ
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
と
医
療
機
関
が

認
め
た
場
合

→
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の
交
付
が
必
要

・ 

要
介
護
認
定
を
受
け
医
療
費
控
除
２
年
目

以
降
の
方

　
左
記
の
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し

た
書
類
の
交
付
要
件
を
満
た
す
方

→�

書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
町
へ
の
申
請
が

必
要

※ 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
医

療
機
関
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き

　
福
祉
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
記
入
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
家
族
代
理
申
請
可
）

▼�

主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書
類

の
交
付
要
件

　
直
近
の
要
介
護
認
定
に
お
い
て
主
治
医
が

作
成
し
た
書
類
（
主
治
医
意
見
書
）
の
記
載

内
容
の
う
ち
、
障
害
自
立
度
Ｂ
ラ
ン
ク
以
上

に
該
当
し
、
尿
失
禁
の
可
能
性
が
「
あ
り
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
交
付
対
象
と

な
り
ま
す
。

※ 

主
治
医
意
見
書
に
て
前
述
の
確
認
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
町
で
は
当
該
書
類
を
交

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、医
療
機
関
よ
り「
お

む
つ
使
用
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

▼
書
類
の
交
付
に
つ
い
て

　
後
日
申
請
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係
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こ
ん
な
と
き
は
必
ず
連
絡
・
届
出
を

●
建
物
の
新
増
築
や
取
り
壊
し
を
し
た
と
き

　
建
物
の
新
築
・
増
築
、
ま
た
は
取
り
壊
し
を
行

い
、
税
務
課
資
産
税
係
の
調
査
を
受
け
て
い
な
い

建
物
が
あ
る
場
合
に
は
、
面
積
の
大
小
に
か
か
わ

ら
ず
必
ず
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

ま
た
、
年
末
年
始
に
か
け
て
完
成
・
取
り
壊
し

が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

連
絡
や
届
出
が
な
い
場
合
、
既
に
取
り
壊
し
た
建

物
で
も
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
固
定
資
産
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き

　
相
続
人
の
方
か
ら
代
表
者
（
亡
く
な
ら
れ
た
方

に
代
わ
り
、
新
た
に
納
税
さ
れ
る
方
）
を
決
め
て

い
た
だ
き
「
納
税
者
変
更
届
出
書
」
を
提
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
届
出
書
に
よ
り
、
法
務
局

で
の
相
続
登
記
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
代
表
者

の
方
へ
納
税
通
知
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
法
務
局
で
の
登
記
が
な
い
未
登
記
家
屋

の
場
合
に
は
「
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
届
」
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

●�

自
宅
に
隣
接
す
る
土
地
を
購
入
ま
た
は
借
用
し

宅
地
と
し
て
一
体
利
用
し
て
い
る
と
き

　
一
画
地
と
し
て
住
宅
用
地
の
特
例
措
置
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

固
定
資
産
税
と
は
…

　
毎
年
１
月
１
日（
賦
課
期
日
）に
、土
地・家
屋・

償
却
資
産
（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
固
定
資
産
と
い

い
ま
す
。）
を
所
有
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
固
定

資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
資
産
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
７・２
０
８
）
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